
海の見える交流館周辺設計業務 

仕様書 
１ 業務名称 
 海の見える交流館周辺設計業務 
 
２ 契約期間 
 令和８年８月中旬から令和９年３月２６日を予定している 
 
３ 業務範囲  
 本業務の対象範囲は隠岐の島町中町地内とする（別紙 1-1、1-2、1-3 の通り） 
 
４ 業務目的 

隠岐の島町の海の玄関口である西郷港周辺は、かつて多くの人々が行き交うにぎわいの中心で

あった。近年、まちの機能が郊外に拡散する中で、玄関口エリアとしての都市機能の強化が重要

となっている。町では、このエリアを魅力ある場所へ再生するため、平成 30 年度から住民参加に

よる「西郷港周辺まちづくり」に取り組んでいる。西郷港周辺まちづくりの基本理念は「海とま

ちをつなぎ世代をつなぐまちづくり」であり、「公と民をつなぐ」「海とまちをつなぐ」「世代をつ

なぐ」の三つのプログラムで構成されている。 

海の見える交流館は、この取り組みの一環として整備を進めているものであり、周辺広場と一

体となって、多様な世代が集い交流し、新たな活動が生まれる拠点となることが期待されている。 

また、令和 9 年度以降にはフェリーターミナル側を含む海側において新たなにぎわい空間の形

成を計画しており、交流館周辺についてもこれらと連続した一体的な空間づくりを進めている。 

本業務はこの交流館周辺に整備する広場およびみちについて、交流館と一体となった利用を見

据え、子どもたちも含めた住民参加により、地域の思いやそれに基づく活動・機能のニーズを把

握し、多様な世代が集い交流し新たな活動やにぎわいが生まれる「海とまちがつながり世代がつ

ながる空間」を創出するための設計を行うことを目的とする。 

 
５ 業務内容  

業務内容は、次のとおりとする。  
（1） 与条件の整理 

 「海とまちをつなぎ、世代をつなぐ」空間づくりに向け、別紙参考資料や町ホームペー

ジ、都市計画課 Instagram 等を参照のうえ、これまでの取組を踏まえた関連計画等を

把握し、整理すること。 
 各種設計条件の整理と確認 
 各種設計基準の抽出と適用の確認 
 現地詳細調査 

 
（2） 住民参加型ワークショップの企画・実施 



 広場の使われ方や必要な機能を把握し、将来の広場の姿を住民と共有しながら検討を進

めるため、子どもたちを含めた地域住民、関係団体等を対象としたワークショップを実

施すること。各ワークショップの準備、運営、検証等を担うこと。 
 ワークショップは意見の聴取にとどまらず、実際の利用行動や活動・機能のニーズを把

握することを目的として実施するものとする。そのため、うみやまもっとあつまれ横の

既存広場等を活用し、仮設的な仕掛けや試行的な取り組みを行うことで、住民が将来の

広場の使われ方を具体的に体験・想像できるようにすること。 
 実証によって得られた知見を整理し、地域住民をはじめとする関係者との合意形成を図

ったうえで設計に反映すること。 
 

（3） 諸施設の検討および設定 
 交流館周辺の空間を一体的に活用することを見据えた広場およびみちに必要となる機能、

施設の検討 
 ワークショップおよび合意形成の結果を踏まえた空間構成の検討 
 将来の海側エリアとの連続性に配慮した検討 
 広場が自発的な活動や交流を誘発する仕掛け、仕組みの検討 
 滞留空間、植栽、照明、景観等の検討 

 
（4） 設計図等の作成 

 配置図、平面図、断面図等の作成 
 鳥観図または透視図の作成 

 
（5） 概算工事費の算出 

 
（6） 設計説明書の作成 

 上記検討資料を取りまとめた報告書の作成  
 
６ 業務管理 
（1） 業務全体の進め方、ワークショップ計画、スケジュール等を示した実施計画を提出する

こと。 
（2） 設計方針、ワークショップの内容および進め方、広場構成の検討結果、成果品の内容

等、業務の重要な事項については適宜発注者と協議し、確認を得ながら進めること。 
（3） 業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者と発注者は打合せを行い、業務方針の確

認、条件等の疑義をただすものとし、その内容については受託者がその都度記録する。

その際必要に応じてスケッチ、資料等を作成すること。様式は DocuWorks を使用し電子

納品とする。記述内容を相互確認した上で電子印を押印し、議事録として提出及び双方

保管すること。 
 
７ 業務成果品 
（1） 業務成果品は電子データ正副各１部を納品する。 
（2） 電子データは PDF とデータ原稿を納品する。 



（3） 電子データ原稿は Microsoft Word、Excel および DocuWorks（打合せ議事録等）を標準

とする。 

（4） CAD データは SFC 形式とする。 

 
８ 留意事項  
（1）受託者は、本業務を遂行するにあたり、関連の法令及び本仕様書を遵守するとともに、町

の意図及び目的を十分に理解した上で、適正な人員を配置し、正確に業務を行わなければな

らない。 
（2）本町と連絡調整を十分に行い、円滑に業務を実施することとする。 
（3）本業務においてはアイノマゲート推進協議会、アドバイザリーボード、海の見える交流館

運営事業者の意見を反映すること。 
（4） 本業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間の終了又は解除後も同

様とし、本町の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与又は譲渡してはならない。従事する者が

離脱した場合も同様に遵守させること。 
（5）受託者は、本業務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とができない。ただし、町が認めた場合は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせ

ることができる。 
（6）この仕様書については、基本仕様書とし、追加すべき事項等が生じた場合は本町と受託者

と協議し追加できるものとする。 












































